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第26回参議院議員通常選挙

７月10 日 日投 票 日

投
票
し
よ
う
！

私
た
ち
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
１
票

　

選
挙
は
、
よ
り
良
い
暮
ら
し
を

願
っ
て
、
私
た
ち
の
代
わ
り
に
そ
の

思
い
を
実
現
し
て
く
れ
る
人
を
選
ぶ

も
の
で
す
。
投
票
率
が
低
い
と
一
部

の
人
の
意
見
で
国
や
町
の
行
方
を
決

め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
意
見
を
反

映
さ
せ
る
１
票
を
、
棄
権
せ
ず
に
投

票
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
候
補
者
を
知
る
た
め
の

　
　
選
挙
公
報
や
政
見
放
送

　
選
挙
で
は
、
公
職
選
挙
法
に
基
づ

き
、
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見

な
ど
を
掲
載
し
た
「
選
挙
公
報
」
が

配
布
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
国
政
選
挙

で
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
「
政
見
放

送
」
で
、
候
補
者
の
政
策
や
主
張
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
候
補
者
や
政
党
の

情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
誰
を
選
ん
だ
ら
い
い
か
分
か
ら

な
い
」
と
投
票
を
棄
権
せ
ず
に
、
候

補
者
の
政
策
や
主
張
を
知
り
、
自
分

の
考
え
や
意
見
に
近
い
と
思
う
人
を

を
学
び
ま
し
た
。

　
生
徒
た
ち
は
、
仮
の
立
候
補
者
が

掲
げ
る
公
約
を
、
自
分
自
身
が
持
つ

意
見
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
誰
に
投
票

し
た
ら
良
い
か
を
検
討
。
実
際
に
選

挙
で
使
用
す
る
投
票
箱
に
模
擬
投
票

を
行
い
ま
し
た
。　

　
18
歳
に
な
り
選
挙
権
を
有
す
る
山

岸
桜
子
さ
ん
は
「
選
挙
の
投
票
が
国

や
町
を
動
か
す
こ
と
が
分
か
っ
た
。

も
っ
と
政
治
に
関
心
を
持
ち
、
今
度

の
参
議
院
選
挙
で
は
き
ち
ん
と
投
票

に
行
こ
う
と
思
う
」
と
主
権
者
意
識

を
高
め
て
い
ま
し
た
。

■第１期日前投票所■第１期日前投票所
　期間　６月23日（木）～７月９日（土） 　期間　６月23日（木）～７月９日（土） 
　時間　午前８時30分～午後８時　時間　午前８時30分～午後８時
　場所　役場１階第１会議室　場所　役場１階第１会議室

投票時間　午前７時～午後６時
■第２期日前投票所■第２期日前投票所
　①７月５日（火）　江刈農村センター　①７月５日（火）　江刈農村センター
　②７月６日（水）　小屋瀬農村センター　②７月６日（水）　小屋瀬農村センター
　③７月７日（木）　冬部生活改善センター　③７月７日（木）　冬部生活改善センター
　時間　午前10時30分～午後７時　時間　午前10時30分～午後７時　　

医療費負担の考え方

■
見
直
し
の
背
景

　
本
年
度
か
ら
団
塊
の
世
代
が
75
歳

以
上
と
な
り
、
医
療
費
の
増
大
が
見

込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
約
４
割

は
現
役
世
代
が
負
担
し
て
お
り
、
今
後

も
増
大
す
る
見
通
し
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
役
世
代
の
負
担
を
抑
え
、
国

民
皆
保
険
を
未
来
に
つ
な
げ
て
い
く

た
め
の
見
直
し
で
す
。

■
窓
口
負
担
割
合
の
判
定

　

窓
口
負
担
割
合
は
、
75
歳
以
上
の

人
の
課
税
所
得
や
年
金
収
入
を
も
と

に
世
帯
単
位
で
判
定
し
ま
す
。

■
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

　

本
年
度
は
、
被
保
険
者
全
員
に
被

保
険
者
証
を
２
回
送
付
し
ま
す
。

▽
１
回
目　

７
月
中
旬
～
下
旬
に
送

付
（
令
和
４
年
８
月
１
日
～
９
月
30

日
ま
で
使
用
）

▽
２
回
目　

９
月
中
旬
～
下
旬
に
送

付
（
令
和
４
年
10
月
１
日
～
令
和
５

年
７
月
31
日
ま
で
使
用
）

■
負
担
を
抑
え
る
配
慮
措
置
　

　

窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
な
る
人

に
は
、
令
和
４
年
10
月
か
ら
令
和
７

年
９
月
ま
で
の
３
年
間
、
負
担
増
加

額
を
月
額
３
千
円
ま
で
に
抑
え
ま
す
。

問
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
業

務
課
☎
０
１
９-

６
０
６-

７
５
０
１

問
住
民
会
計
課
☎
66-

２
１
１
１
内
線

１
２
５

後
期
高
齢
者
の
一
部
が
医
療
費
負
担
２
割
に

10
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
す

※１　後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方です。（65 ～ 75歳で一
定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む）

※２　「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入か
ら給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除（基礎控除や社会保険料控
　　除等）等を差し引いた後の金額）です。

※３　「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※４　「現役並み所得」とは、課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合

が３割の方です。
※５　「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や

給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

選
ぶ
な
ど
、
自
分
の
１
票
を
大
切
に

し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
第
２
期
日
前
投
票
所

　
　
　
午
後
７
時
ま
で
受
付

　
町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
６
月

23
日
か
ら
役
場
に
第
１
期
日
前
投
票

所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
７

月
５
日
か
ら
７
日
ま
で
町
内
３
か
所

に
設
け
る
第
２
期
日
前
投
票
所
（
江

刈
農
村
セ
ン
タ
ー
、
小
屋
瀬
農
村
セ

ン
タ
ー
、冬
部
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
）

で
は
、
受
付
時
間
を
午
後
７
時
ま
で

拡
大
し
、
投
票
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
投
票
日
に
投
票
が
で
き
な
い
人
は
、

期
日
前
投
票
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
葛
高
生
が
模
擬
投
票

　
　
　
主
権
者
意
識
高
め
る

　
葛
巻
高
校
の
３
年
生
38
人
は
６
月

15
日
、
総
務
省
主
権
者
教
育
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
の
布
佐
明
彦
さ
ん
か
ら
、
選

挙
の
意
義
や
候
補
者
の
選
び
方
な
ど

問選挙管理委員会事務局☎66-2111内線223

真剣な様子で模擬投票を行う生徒

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る

人
は
、
10
月
１
日
か
ら
現
役
並
み
所
得
者
（
窓
口
負
担
割
合
３
割
）
を

除
き
、
医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す
。


